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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

予
防
の
基
本
は
、「
人
と
人
と
の
距

離
を
と
る
こ
と（
２
メ
ー
ト
ル
を

目
安
）」「
マ
ス
ク
の
着
用
」「
丁
寧

に
手
を
洗
う
こ
と
」で
す
。
自
分

自
身
を
守
る
た
め
、
周
り
の
人
を

守
る
た
め
、
一
人
ひ
と
り
が
予
防

対
策
の
実
践
を
心
が
け
て
い
た
だ

く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
３
つ
の
密（「
密
閉
」「
密

集
」「
密
接
」は
感
染
リ
ス
ク
が
高

い
と
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
回
避

す
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
な

お
、
屋
外
で
も「
密
集
」「
密
接
」に

な
ら
な
い
よ
う
注
意
し
ま
し
ょ

う
。

　

気
温
や
湿
度
が
高
い
日
は
、
マ

ス
ク
を
着
用
す
る
こ
と
で
熱
中
症

の
リ
ス
ク
が
高
ま
り
ま
す
。
周
囲

の
状
況
を
確
認
し
、
人
と
の
距
離

が
保
て
る
場
合
は
、
マ
ス
ク
を
外

す
な
ど
熱
中
症
に
も
注
意
し
ま

し
ょ
う
。

新
型
コ
ロ
ナ

新
型
コ
ロ
ナ

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
予
防
策（
令
和
２
年

７
月
13
日
現
在
）

特
別
定
額
給
付
金（
一
人

10
万
円
）の
申
請
期
限
が
近

づ
い
て
い
ま
す

持
続
化
給
付
金
の
申
請
を

お
手
伝
い
し
ま
す

電
話
相
談
窓
口

　

感
染
予
防
に
関
す
る
こ
と
や
感

染
が
疑
わ
れ
る
症
状
が
出
た
時
な

ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

・�

安
房
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
安

房
保
健
所
）

　

☎
22
―
４
５
１
１（
代
表
）

※�

受
付
時
間
は
平
日
の
午
前
９
時

か
ら
午
後
５
時
ま
で

・�

千
葉
県
電
話
相
談
窓
口

　

☎
０
５
７
０
―
２
０
０
―
６
１
３

※�

受
付
時
間
は
全
日
24
時
間

・�

厚
生
労
働
省
電
話
相
談
窓
口

　

☎
０
１
２
０
―
５
６
５
６
５
３

　
（
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）

※�

受
付
時
間
は
全
日
午
前
９
時
か

ら
午
後
９
時
ま
で

※
電
話
で
の
相
談
が
難
し
い
方

　

03
―
３
５
９
５
―
２
７
５
６

掲載の催しは、新型コロナウイルスの感染拡大防止などのため、
中止となる場合があります。

給
付
金
詐
欺
に
は
ご
注
意
を
！

　

特
別
定
額
給
付
金
は
、
８
月
18

日（
火
）ま
で
に
申
請
書
を
提
出
し

な
い
と
、
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
り
ま
す
。

　

給
付
を
希
望
す
る
方
で
、
ま
だ

申
請
し
て
い
な
い
場
合
は
、
早
め

に
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

手
元
に
申
請
書
が
見
当
た
ら
な

い
方
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

市
民
課　

　
　

☎
33
―
１
０
５
０

　接触確認アプリは利用者ご本人の同意を
前提に、スマートフォンの近接通信機能（ブ
ルートゥース）を利用して、お互いにわから
ないようプライバシーを確保して、新型コロ
ナウイルス感染症の陽性者と接触した可能
性について、通知を受けることができるア
プリです。
　アプリのインストールや詳しい情報は厚
生労働省ホームページをご確認ください。

新型コロナウイルス接触確認
アプリ「ＣＯＣＯＡ」

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響

を
受
け
た
中
小
法
人
、
個
人
事
業

者
が
事
業
を
継
続
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
た「
国
の
持
続
化
給
付
金
」

の
電
子
申
請
を
お
手
伝
い
し
ま
す
。

【
１
回
目
】

と
き　

８
月
23
日（
日
）か
ら
８
月

30
日（
日
）の
午
前
９
時
か
ら
午
後

５
時
ま
で（
最
終
日
は
午
後
３
時

ま
で
）

と
こ
ろ　

丸
山
公
民
館
中
会
議
室

　

�

　

朝
夷
商
工
会

�

☎
44
―
１
３
３
１

【
2
回
目
】

と
き　

９
月
３
日（
木
）か
ら
９
月

10
日（
木
）の
午
前
９
時
か
ら
午
後

５
時
ま
で（
最
終
日
は
午
後
３
時

ま
で
）

と
こ
ろ　

富
山
ふ
れ
あ
い
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
多
目
的
ホ
ー
ル

　

�

　

内
房
商
工
会

�

☎
33
―
２
２
５
７

参
加
費　

無
料

そ
の
他　

予
約
制
一
日
最
大
20
人�
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
今
後
の
見
通
し
が
不
透
明
な
た

め
、
海
水
浴
場
の
安
全
・
安
心
な

開
設
は
難
し
い
と
判
断
し
、
令
和

２
年
度
の
南
房
総
市
内
す
べ
て
の

海
水
浴
場
を
不
開
設
と
す
る
こ
と

が
決
定
し
ま
し
た
。

　

楽
し
み
に
さ
れ
て
い
た
皆
さ
ま

に
は
大
変
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、

何
卒
ご
理
解
く
だ
さ
る
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。

　

な
お
、
海
岸
で
は
ラ
イ
フ
セ
ー

バ
ー
が
不
在
と
な
り
ま
す
の
で
、

遊
泳
は
控
え
て
く
だ
さ
る
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

　

観
光
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
課　

　
　

☎
33
―
１
０
９
１

南
房
総
市
内
の
海
水
浴
場

は
開
設
し
ま
せ
ん

新
型
コ
ロ
ナ

新
型
コ
ロ
ナ

令
和
２
年
度
安
房
地
区

手
話
奉
仕
員
養
成
講
座

（
後
期
）を
開
催
し
ま
す

支
給
対
象
者

　

基
本
給
付
支
給
対
象
者
の
①

ま
た
は
②
に
該
当
す
る
方
の
う

ち
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
を
受
け
て
家
計
が
急

変
し
、
収
入
が
減
少
し
た
方

支
給
金
額

　

１
世
帯
５
万
円

・
児
童
扶
養
手
当
受
給
者

　

基
本
給
付
①
に
該
当
す
る
方

　

基
本
給
付
：
申
請
は
不
要
で
す

　

追
加
給
付
：
申
請
が
必
要
で
す

・
公
的
年
金
等
受
給
者

　

基
本
給
付
②
に
該
当
す
る
方

　

基
本
給
付
：
申
請
が
必
要
で
す

　

追
加
給
付
：
申
請
が
必
要
で
す

・
家
計
急
変
者

　

基
本
給
付
③
に
該
当
す
る
方

　

基
本
給
付
：
申
請
が
必
要
で
す

申
請
書
類

　

児
童
扶
養
手
当
受
給
資
格
認

定
者
お
よ
び
、
ひ
と
り
親
家
庭

等
医
療
費
等
助
成
資
格
認
定
者

に
つ
い
て
は
、
８
月
上
旬
に
給
付

金
の
お
知
ら
せ
と
申
請
書
類
を

送
付
し
ま
す
。
な
お
、
申
請
書

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
り
、
ひ
と
り
親

世
帯（
※
）の
子
育
て
に
対
す
る

負
担
の
増
加
や
収
入
の
減
少
な

ど
、
大
き
な
困
難
が
心
身
な
ど

に
生
じ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

ひ
と
り
親
世
帯
を
支
援
す
る
た

め
、
臨
時
特
別
給
付
金
を
支
給

し
ま
す
。
な
お
、
給
付
金
は「
基

本
給
付
」と「
追
加
給
付
」に
分
か

れ
て
い
ま
す
。

（
※
）�さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で
父
ま

た
は
母
が
い
な
い
家
庭
で
児

童
を
監
護
し
て
い
る
、
ま
た

は
父
母
に
代
わ
っ
て
そ
の
児

童
を
養
育
し
て
い
る
世
帯

で
す
。

支
給
対
象
者

①
児
童
扶
養
手
当
受
給
者

　

令
和
２
年
６
月
分
の
児
童
扶

養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る

方�②
公
的
年
金
等
受
給
者

　

児
童
扶
養
手
当
の
所
得
要
件

を
満
た
し
て
い
る
が
、
公
的
年

金
等（
遺
族
年
金
、
障
害
年
金
、

老
齢
年
金
、
労
災
年
金
、
遺
族

補
償
な
ど
）を
受
給
し
て
い
る
こ

と
に
よ
り
、
令
和
２
年
６
月
分
の

児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け

て
い
な
い
方（
既
に
児
童
扶
養
手

当
受
給
資
格
者
と
し
て
の
認
定

を
受
け
て
い
る
方
だ
け
で
な
く
、

過
去
に
児
童
扶
養
手
当
の
申
請

を
し
て
い
れ
ば
、
令
和
２
年
６
月

分
の
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
が

全
額
ま
た
は
一
部
停
止
さ
れ
た
と

推
測
さ
れ
る
方
も
含
み
ま
す
）。�

③
家
計
急
変
者

　

所
得
超
過
に
よ
り
児
童
扶
養

手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
な
い

が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
で
家
計
が
急
変
し
、
児

童
扶
養
手
当
受
給
世
帯
と
同
様

の
所
得
水
準
と
な
っ
て
い
る
方

支
給
金
額

　

１
世
帯
５
万
円
、
第
２
子
以

降
１
人
に
つ
き
３
万
円

追
加
給
付

基
本
給
付

ひ
と
り
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金

申
請
手
続
き

類
が
送
付
さ
れ
な
い
方
で
支
給

対
象
者
に
該
当
す
る
方
は
、
お

問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

申
請
期
限

　

令
和
３
年
２
月
28
日（
日
）

支
給
予
定
日

　

申
請
手
続
き
が
不
要
と
な
る

①
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
の
基

本
給
付
に
つ
い
て
は
、
８
月
上
旬

の
予
定
で
す
。

　

そ
の
ほ
か
、
申
請
が
必
要
な

基
本
給
付
、
追
加
給
付
に
つ
い
て

は
、
申
請
書
類
を
受
付
後
、
審

査
決
定
次
第
、
順
次
支
給
す
る

予
定
で
す
。

　

社
会
福
祉
課

　
　

☎
36
―
１
１
５
３
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児
童
扶
養
手
当
の
受
給
資
格
が

あ
る
方（
支
給
停
止
中
の
人
も
含

み
ま
す
）は「
現
況
届
」、
ひ
と
り

親
家
庭
な
ど
で
医
療
費
な
ど
の
助

成
を
受
け
て
い
る
方
は「
資
格
申

請
書
」の
提
出
が
毎
年
必
要
で
す
。

該
当
者
へ
は
７
月
末
に
申
請
書
な

ど
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
８
月
中

に
社
会
福
祉
課（
三
芳
分
庁
舎
）、

市
民
課
、
ま
た
は
朝
夷
行
政
セ
ン

タ
ー
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

右
記
の
３
か
所
の
み
で
受
付
を

行
い
ま
す
。

※�

期
限
内
に
提
出
が
な
い
場
合
は
、

11
月
分
以
降
の
手
当
や
医
療
費

の
助
成
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り

ま
す
。

※�

令
和
２
年
８
月
９
日（
日
）に
限

り
社
会
福
祉
課（
三
芳
分
庁
舎
）

で
休
日
受
付
を
行
い
ま
す
。

「
児
童
扶
養
手
当
」「
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
等
助
成
事
業
」

手
続
き
は
必
ず
８
月
中
に
！
期
限
を
過
ぎ
る
と
手
当
や
助
成
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん

対
象
者

　

父
か
母
が
い
な
い
家
庭
、
父
か

母
が
一
定
の
障
害
の
状
態
に
あ
る

家
庭
な
ど
で
児
童
を
監
護
ま
た
は

養
育
し
て
い
る
方
が
対
象
で
す
。

※
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

支
給
期
間　

　

児
童
が
18
歳
に
な
る
年
の
年
度

末（
３
月
31
日
）ま
で
。

※�

児
童
の
心
身
に
基
準
以
上
の
障

害
が
あ
る
場
合
は
、
児
童
が
20

歳
に
な
る
ま
で
支
給
さ
れ
ま
す
。

支
給
開
始
時
期

　

必
要
書
類
を
提
出
し
、
認
定
を

受
け
る
と
申
請
し
た
月
の
翌
月
か

ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

支
給
額

　

受
給
者
、
配
偶
者
、
ま
た
は
扶

養
義
務
者
の
前
年（
１
月
か
ら
９

月
ま
で
に
認
定
請
求
す
る
場
合
は

前
々
年
）の
所
得
額
に
よ
り「
全
部

支
給
」「
一
部
支
給
」「
支
給
停
止
」を

決
定
し
ま
す
。

●
子
ど
も
が
１
人
の
場
合

・
全
部
支
給
の
と
き

　
　
　

４
万
３
１
６
０
円

・
一
部
支
給
の
と
き

　
　
　

４
万
３
１
５
０
円�

　
　
　
　
　

か
ら
１
万
１
８
０
円

●
子
ど
も
２
人
目
の
加
算
額

・
全
部
支
給
の
と
き　

�

　
　
　
　

１
万
１
９
０
円

・
一
部
支
給
の
と
き　

�

　
　
　
　

１
万
１
８
０
円

　
　
　
　
　
　

か
ら
５
１
０
０
円

●
子
ど
も
３
人
目
以
降
の
加
算
額

　
（
１
人
に
つ
き
）

・
全
部
支
給
の
と
き　

��　
　
　
　

６
１
１
０
円

・
一
部
支
給
の
と
き��

��　
　
　
　

６
１
０
０
円�　

　
　
　
　
　
　

か
ら
３
０
６
０
円

支
給
時
期

　

年
6
回（
１
月
、
３
月
、
５
月
、

７
月
、
９
月
、
11
月
）、
そ
れ
ぞ
れ

の
前
月
分
ま
で
を
支
給
し
ま
す
。

支
給
日
は
各
支
給
月
の
11
日
で

す
。

※�

土
・
日
・
祝
日
の
場
合
は
、
繰

り
上
げ
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

一
部
支
給
停
止

　

８
月
で
次
の
ど
ち
ら
か
に
該
当

す
る
人
は
、
手
当
の
２
分
の
１
が

支
給
停
止
に
な
り
ま
す
。

・�

手
当
を
受
給
し
て
か
ら
５
年
経

過
し
て
い
る
人

・�

手
当
の
支
給
要
件
に
該
当
し
て

か
ら
７
年
経
過
し
て
い
る
人

※�

就
業
し
て
い
る
人
や
障
害
の
状

態
に
あ
る
人
な
ど
は
、
必
要
書

類
を
提
出
す
れ
ば
減
額
さ
れ
ず

に
手
当
が
受
給
で
き
ま
す
。

対
象
者

　

ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
の
児
童
、

そ
の
児
童
を
監
護
し
て
い
る
父
か

母
、
父
母
に
代
わ
っ
て
そ
の
児
童

を
養
育
し
て
い
る
人
が
対
象
で
す
。

※
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

助
成
期
間

　

児
童
が
18
歳
に
な
る
年
の
年
度

末（
３
月
31
日
）ま
で
。

※�

児
童
の
心
身
に
基
準
以
上
の
障

害
が
あ
る
場
合
は
、
児
童
が
20

歳
に
な
る
ま
で
助
成
さ
れ
ま
す
。

助
成
開
始
時
期

　

必
要
書
類
を
提
出
し
、
認
定
を

受
け
る
と
申
請
し
た
日
か
ら
助
成

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

助
成
額

　

保
険
診
療
分
医
療
費
な
ど
の
自

己
負
担
分
で
、
次
の
額
が
助
成
さ

れ
ま
す
。　
　
　

●
通
院
・
調
剤
の
場
合

　

１
か
月
、
１
医
療
機
関
で
自
己

負
担
額
１
０
０
０
円
を
超
え
た
額

●
入
院
の
場
合

　

保
険
診
療
分
の
医
療
費
全
額

（
食
事
代
な
ど
は
助
成
対
象
外
）

※�

高
額
療
養
費
、
付
加
給
付
金
、

そ
の
他
の
制
度
か
ら
給
付
が
あ

る
場
合
は
、
そ
の
額
を
除
い
た

額
が
助
成
さ
れ
ま
す
。

支
払
時
期　

　

申
請
月
の
翌
々
月
の
月
末
ま

で
。
高
額
療
養
費
な
ど
に
該
当

す
る
場
合
は
、
そ
の
支
給
決
定
を

待
っ
て
か
ら
助
成
金
を
支
給
し
ま

す
。

　

社
会
福
祉
課
に
母
子
・
父
子
自

立
支
援
員
を
配
置
し
、「
子
育
て
や

生
活
の
支
援
」「
就
労
支
援
」「
生
活

資
金
な
ど
の
貸
付
相
談
」な
ど
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

社
会
福
祉
課　

　
　

☎
36
―
１
１
５
３

児
童
扶
養
手
当

ひ
と
り
親
家
庭
等

医
療
費
等
助
成
事
業

ひ
と
り
親
家
庭
の

　
　
　
　

自
立
支
援
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・�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
で
申
請
す
る
場

合
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
わ
か
る

も
の
、
免
許
証
な
ど
の
身
分
証

明
書

　

保
険
年
金
課

�

☎
33
―
１
０
６
０

�

木
更
津
年
金
事
務
所

�

☎
０
４
３
８
―
23
―
７
６
１
６

　

海
外
渡
航
中
に
病
気
や
ケ
ガ
を

し
て
し
ま
っ
た
場
合
、
被
保
険
者

証（
保
険
証
）な
ど
が
使
え
な
い
の

で
、
自
費
で
治
療
を
受
け
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の
皆

さ
ん
が
海
外
の
医
療
機
関
な
ど
で

治
療
を
受
け
た
場
合
、
治
療
を
受

け
た
本
人
が
治
療
費
を
一
時
立
替

え
払
い
し
、
帰
国
後
、
療
養
費
の

請
求
を
す
る
こ
と
に
よ
り
給
付
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ

が
海
外
療
養
費
で
す
。　

　

た
だ
し
、
療
養
目
的
で
海
外
に

行
き
、
治
療
を
受
け
た
場
合
は
、

海
外
療
養
費
の
給
付
の
対
象
に
は

な
り
ま
せ
ん
。

　

海
外
の
病
院
で
の
治
療
費
は
国

に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
支
給
さ

　

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申
請

や
学
生
納
付
特
例
の
申
請
が
承
認

さ
れ
た
期
間
は
、
老
齢
基
礎
年
金

を
受
給
す
る
た
め
に
必
要
な
10
年

以
上
の
受
給
資
格
期
間
に
含
ま
れ

ま
す
。

　

ま
た
、
保
険
料
の
免
除
や
猶
予

を
受
け
ず
に
保
険
料
が
未
納
の
状

態
だ
と
、
事
故
や
病
気
で
万
一
の

際
に
、
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基

礎
年
金
が
受
給
で
き
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。

免
除
制
度

　

本
人
、
配
偶
者
、
世
帯
主
の
前

年
所
得
が
一
定
基
準
以
下
で
、
納

付
が
困
難
な
人
が
申
請
す
る
こ
と

で
保
険
料
が
免
除
さ
れ
る
制
度
で

す
。
申
請
は
原
則
と
し
て
毎
年
度

必
要
で
す
。

　

令
和
２
年
度
の
受
付
は
、
７
月

１
日
か
ら
開
始
さ
れ
て
お
り
、
令

和
２
年
７
月
分
か
ら
令
和
３
年
６

月
分
ま
で
の
期
間
を
対
象
と
し
て

審
査
を
行
い
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料
の

　
　

免
除
・
猶
予
制
度

海
外
療
養
費
～
海
外
で
治

療
を
受
け
た
と
き
～

保
険
年
金

保
険
年
金

手
続
き
に
必
要
な
も
の

・�

年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年
金
番

号
が
わ
か
る
も
の（
納
付
書
な

ど
）

・�

印
鑑

・�

失
業
な
ど
を
理
由
に
す
る
と

き
は「
雇
用
保
険
受
給
資
格
者

証
」、「
雇
用
保
険
被
保
険
者
離

職
票
」の
写
し
な
ど

・�
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
で
申
請
す
る
場

合
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
わ
か
る

も
の
、
免
許
証
な
ど
の
身
分
証

明
書

学
生
納
付
特
例

　

本
人
の
前
年
所
得
が
一
定
基
準

以
下
で
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

が
困
難
な
各
種
学
校
の
学
生
が
申

請
す
る
こ
と
で
、
保
険
料
の
納
付

が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で
す
。
令
和

２
年
度
の
受
付
は
、
令
和
２
年
４

月
１
日
か
ら
開
始
さ
れ
て
お
り
、

令
和
２
年
４
月
分
か
ら
令
和
３
年

３
月
分
ま
で
の
期
間
を
対
象
と
し

て
審
査
を
行
い
ま
す
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の

・�

年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年
金
番

号
が
わ
か
る
も
の（
納
付
書
な

ど
）

・�

印
鑑

・�

学
生
証（
ま
た
は
在
学
証
明
書
）

れ
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
日
本
国

内
で
同
様
の
け
が
や
病
気
を
し
て

国
民
健
康
保
険
で
治
療
を
受
け
た

場
合
を
基
準
に
決
定
し
ま
す
。
ま

た
、
支
給
額
の
算
定
に
は
、
支
給

決
定
日
の
外
国
為
替
換
算
率
が
用

い
ら
れ
ま
す
。　

　

海
外
療
養
費
の
請
求
方
法
に
つ

い
て
は
、「
療
養
費
支
給
申
請
書
」、

「
渡
航
暦
の
わ
か
る
パ
ス
ポ
ー
ト

の
写
し
」、「
医
療
機
関
の
領
収
証

（
原
本
）」、
治
療
を
受
け
た
医
療

機
関
な
ど
で
記
載
し
て
も
ら
う

「
診
療
内
容
明
細
書
」（
原
本
）お

よ
び
領
収
額
を
明
ら
か
に
し
た

「
領
収
明
細
書
」（
原
本
）、「
調
査
に

関
わ
る
同
意
書
」な
ど
の
証
拠
書

類
を
添
付
し
、
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

　

な
お
、
そ
の
証
拠
書
類
が
外
国

語
で
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、

日
本
語
の
翻
訳
文（
翻
訳
者
の
氏

名
、
住
所
を
記
載
し
た
も
の
）を

添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

保
険
年
金
課　

　
　

☎
33
―
１
０
６
０

　

県
の
統
計
資
料
や
公
共
機
関
な

ど
の
情
報
が
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

価　

格　

１
冊
５
０
０
円（
税
込
）

サ
イ
ズ　

縦
１
４
５
㎜
×
横
85
㎜

色　

紺
色
、
黄
色
、
赤
色

申
込
方
法

　

電
話
、
フ
ァ
ク
ス
ま
た
は
メ
ー

ル
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

フ
ァ
ク
ス
で
の
申
し
込
み
は
、
住

所
・
氏
名
・
連
絡
先
電
話
番
号
・

希
望
の
色
と
数
を
記
入
し
、
任

意
様
式
で
送
信
し
て
く
だ
さ
い
。

メ
ー
ル
で
の
申
し
込
み
を
希
望
す

る
人
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

申
込
期
限　

８
月
24
日（
月
）

引
渡
予
定

　

10
月
上
旬
以
降
、
企
画
財
政

課
、
朝
夷
行
政
セ
ン
タ
ー
お
よ
び

各
地
域
セ
ン
タ
ー
で
代
金
引
換
に

て
お
渡
し
し
ま
す
。

　

企
画
財
政
課

　
　

☎
33
―
１
０
０
１

�

20
―
４
５
９
８

２
０
２
１
年
版
県
民
手
帳

予
約
受
付
を
始
め
ま
す

県
民
手
帳

県
民
手
帳



5

・�

カ
ー
ド
交
付
時
に
設
定
し
た
暗

証
番
号

そ
の
他

※�

暗
証
番
号
が
わ
か
ら
な
い
場
合

は
、
再
設
定
が
必
要
で
す
。

※�

有
効
期
限
通
知
書
が
届
く
前
で

も
有
効
期
限
の
３
ヶ
月
前
か
ら

手
続
き
が
可
能
で
す
。

※�

電
子
証
明
書
の
更
新
手
続
き
に

写
真
は
不
要
で
す
。

※�

有
効
期
限
を
過
ぎ
て
も
無
料
で

再
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※�

窓
口
の
混
雑
状
況
や
シ
ス
テ
ム

処
理
の
遅
延
な
ど
に
よ
り
待
ち

時
間
が
長
く
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
時
間
に
余
裕
を
持
っ
て

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

市
民
課　

　
　

☎
33
―
１
０
５
１

　

今
年
は
、
広
島
と
長
崎
に
原
子

爆
弾
が
投
下
さ
れ
て
か
ら
75
年
目

を
迎
え
ま
す
。
原
爆
死
没
者
の
冥

福
と
世
界
恒
久
平
和
の
実
現
を
祈

念
し
て
投
下
時
刻
に
１
分
間
の
黙

と
う
を
お
願
い
し
ま
す
。

広
島
へ
の
投
下
時
刻

　

８
月
６
日
午
前
８
時
15
分

長
崎
へ
の
投
下
時
刻

　

８
月
９
日
午
前
11
時
２
分

　

総
務
課

　
　

☎
33
―
１
０
２
１

原
爆
死
没
者
の
慰
霊
と

平
和
祈
念
の
黙
と
う

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

電
子
証
明
書
更
新
手
続
き

世
界
平
和

世
界
平
和

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

　

電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
を
迎

え
る
人
に
、【
地
方
公
共
団
体
情
報

シ
ス
テ
ム
機
構
】か
ら
有
効
期
限
通

知
書
を
送
付
し
ま
す
。
更
新
手
続

き
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

電
子
証
明
書
の
有
効
期
間　

５
年

手
数
料　

無
料

手
続
き
場
所　

本
庁
市
民
課
、
朝

夷
行
政
セ
ン
タ
ー

手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
有
効
期
限
通
知
書

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

　

木
更
津
市
、
君
津
市
、
富
津

市
、
袖
ケ
浦
市
、
鴨
川
市
、
南
房

総
市
お
よ
び
鋸
南
町
で
は
、
次
期

廃
棄
物
処
理
事
を
共
同
事
業
と
し

て
進
め
る
た
め「
民
間
資
金
等
の

活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備

等
の
促
進
に
関
す
る
法
律（
Ｐ
Ｆ
Ｉ

法
）」に
基
づ
き
、
手
続
を
行
っ
て

き
ま
し
た
。
こ
の
度
、
優
先
交
渉

権
者
と
事
業
候
補
地
を
決
定
し
た

た
め
、
事
業
説
明
会
を
行
い
ま
す
。

と
き　

８
月
９
日（
日
）午
後
２
時

か
ら

と
こ
ろ　

南
房
総
市
役
所
別
館
１

大
会
議
室

　

環
境
保
全
課

　
　

☎
33
―
１
０
５
３

　
　

�

木
更
津
市
廃
棄
物
処
理
事
業

準
備
係

　
　

☎
０
４
３
８
―
36
―
１
１
３
６

　

事
業
系
ご
み
と
は
、
飲
食
店
か

ら
出
る
調
理
く
ず
・
食
べ
残
し
や

事
務
所
か
ら
出
る
紙
く
ず
を
は
じ

め
、
宿
泊
施
設
、
個
人
商
店
、
農

業
、
漁
業
、
建
築
業
、
土
木
業
、

工
場
、
事
業
所
な
ど
か
ら
営
利
を

目
的
と
す
る
事
業
活
動
に
伴
い
生

じ
る
廃
棄
物
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
事
業
系
ご
み
は
、
法

律
に
よ
り
、
事
業
者
自
ら
の
責
任

で
適
正
に
処
理
す
る
こ
と
が
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
、
事
業
系
ご
み
の
処
理

を
一
般
廃
棄
物
収
集
・
運
搬
業
の

許
可
を
得
た
事
業
者
に
委
託
す
る

か
、
事
業
者
自
ら
で
事
業
所
が
所

在
す
る
地
域
の
清
掃
セ
ン
タ
ー
ま

た
は
大
谷
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
に

直
接
持
ち
込
む
よ
う
お
願
い
し
て

い
ま
す
。

　

大
谷
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

　
　

(
富
浦
・
富
山
・
三
芳
地
区)

　
　

☎
57
―
２
６
４
６

（
仮
称
）第
２
期
君
津
地
域

広
域
廃
棄
物
処
理
事
業
の

説
明
会
を
開
催
し
ま
す

事
業
系
ご
み
は

ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
は

　
　
　
　
　

出
せ
ま
せ
ん

環
境
保
全

環
境
保
全

　世界の恒久平和は、人類共通の願いで
あります。
　この願いを実現するためには、世界の
人々が互いに理解を深め合い、生命の尊
さを認識し、戦争のない平和な社会を追
求していかなければなりません。
　私たち南房総市民は、日本国憲法に掲
げる崇高な理想を深く自覚し、武力によ
る紛争をなくすとともに、核兵器の廃絶を
訴え、世界の人々と共に手を携えて、か
けがえのない地球の恒久平和実現のため、
ここに南房総市を「非核平和都市」とする
ことを宣言します。

市は、核兵器の廃絶と平和な世界を願い
「非核平和都市」を宣言しています。

非核平和都市宣言
平成18年12月26日

カード本体の有効期限

電子証明書の有効期限

　
　

千
倉
清
掃
セ
ン
タ
ー

��　

��(

千
倉
・
丸
山
・
三
芳
地
区)

　
　

☎
44
―
１
２
６
３

　
　

白
浜
清
掃
セ
ン
タ
ー　

　
　

(

白
浜
地
区)

　
　

☎
38
―
４
５
６
０
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千
葉
県
教
育
庁
南
房
総
教
育
事

務
所
で
は
、
公
立
小
・
中
学
校
で

臨
時
的
任
用
職
員
等
と
し
て
の
勤

務
を
希
望
す
る
方
の
登
録
会
と
面

接
会
を
開
催
し
ま
す
。
登
録
の
有

効
期
間
は
２
年
間（
令
和
２
年
度
・

令
和
３
年
度
）で
す
。

と　

き　

①�

午
前
９
時
30
分
か
ら（
受
付
は

午
前
９
時
か
ら
）

②�

午
後
１
時
30
分
か
ら（
受
付
は

午
後
１
時
か
ら
）

と
こ
ろ　

君
津
合
同
庁
舎
４
階
大

会
議
室（
木
更
津
市
貝
渕
３
―
14

―
34
）

募
集
職
種　

小
・
中
学
校
教
員
、

養
護
教
諭
、
学
校
栄
養
職
員
、
学

校
事
務
職
員

持
ち
物　

筆
記
用
具
、
印
鑑
、
写

真（
４
㎝
×
３
㎝
を
２
枚
、
６
㎝
×

４
．
５
㎝
を
３
枚
）、
教
員
免
許
状

（
原
本
と
両
面
コ
ピ
ー
の
写
し
）各

１
部
、
履
歴
書
ま
た
は
履
歴
の
わ

か
る
メ
モ
１
通

　

九
州
を
中
心
に
、
広
域
に
わ
た

り
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
豪

雨
災
害
の
義
援
金
を
12
月
28
日

(

月)

ま
で
受
け
付
け
ま
す
。

振
込
窓
口

　

郵
便
局
・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

口
座
番
号　

　

０
０
１
１
０
―
８
―
５
８
８
１
８
９

口
座
名
義　

日
赤
令
和
２
年
７
月

豪
雨
災
害
義
援
金

　

受
領
証
の
発
行
を
希
望
の
場
合

は
、
通
信
欄
に「
受
領
証
希
望
」と

ご
記
入
く
だ
さ
い
。

　

日
本
赤
十
字
社
千
葉
県
支
部

　

☎
０
４
３
―
２
４
１
―
７
５
３
１

　

海
上
自
衛
隊
・
航
空
自
衛
隊
の

パ
イ
ロ
ッ
ト
な
ど
を
養
成
す
る
制

度
で
す
。

応
募
資
格

　

海
：
高
卒（
見
込
含
）で
18
歳
以

上
23
歳
未
満
の
人

　

空
：
高
卒（
見
込
含
）で
18
歳
以

上
21
歳
未
満
の
人

受
付
期
限

　

９
月
10
日（
木
）ま
で

一
次
試
験

　

９
月
22
日（
火
）

二
次
試
験

　

10
月
17
日（
土
）か
ら
10
月
22
日

（
木
）の
間
の
指
定
さ
れ
た
日

三
次
試
験

　

11
月
14
日（
土
）か
ら
12
月
17
日

（
木
）の
間
の
指
定
さ
れ
た
日

自
衛
隊
の
航
空
学
生
・

一
般
曹
候
補
生
・
自
衛
官

候
補
生
を
募
集

夏
の
講
師
登
録
会

令
和
２
年
７
月
豪
雨
災
害

義
援
金
を
受
け
付
け
ま
す

自
衛
隊

自
衛
隊

教
　
育

教
　
育

社
会
福
祉

社
会
福
祉

　

陸
上
・
海
上
・
航
空
自
衛
隊
の

曹
と
な
る
自
衛
官
を
養
成
す
る
制

度
で
す
。

応
募
資
格

　

18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
人

受
付
期
限

　

９
月
10
日（
木
）ま
で

一
次
試
験

　

９
月
19
日（
土
）か
ら
９
月
20
日

（
日
）の
間
の
指
定
さ
れ
た
日

二
次
試
験

　

10
月
10
日（
土
）か
ら
10
月
14
日

（
水
）の
間
の
指
定
さ
れ
た
日

　

自
衛
官
に
な
る
最
も
一
般
的
な

コ
ー
ス
の
自
衛
官
候
補
生
を
養
成

す
る
制
度
で
す
。

応
募
資
格

　

18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
人

受
付
期
限

　

随
時
募
集
中
で
す
。
詳
し
く
は

木
更
津
地
域
事
務
所
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

�

　

自
衛
隊
千
葉
地
方
協
力

本
部
館
山
分
駐
所　

　

☎
22
―
０
３
８
５

　

☎
０
９
０
―
９
１
４
５
―
２
６
６
６

そ
の
他　

　

今
回
の
参
加
対
象
者
は
、
新
規

登
録
の
方
の
み
で
す
。
更
新
の
方

は
対
象
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
い
た

だ
く
か
、
南
房
総
教
育
事
務
所

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

南
房
総
教
育
事
務
所
管
理
課�

　

☎
０
４
３
８
―
25
―
１
３
１
１

　
（
一
財
）南
房
総
農
業
支
援
セ
ン

タ
ー
と
Ｊ
Ａ
安
房
で
は
、
新
規
に

食
用
ナ
バ
ナ
栽
培
に
取
り
組
み
た

い
人
、
栽
培
を
始
め
て
日
が
浅
い

人
な
ど
を
対
象
に
、
令
和
２
年
度

「
食
用
ナ
バ
ナ
チ
ャ
レ
ン
ジ
セ
ミ

ナ
ー
」を
開
催
し
ま
す
。

　

安
房
農
業
事
務
所
、
Ｊ
Ａ
安
房

菜
の
花
部
会
の
協
力
の
も
と
、
播

種
や
束
調
整
の
実
習
を
中
心
に
食

用
ナ
バ
ナ
の
栽
培
の
基
礎
、
ポ
イ

ン
ト
を
学
び
ま
す
。
全
３
回
の
研

修
で
、
参
加
は
無
料
で
す
。

・
第
１
回　

９
月
１
日（
火
）

・
第
２
回　

９
月
15
日（
火
）

・
第
３
回　

11
月
20
日（
金
）

申
込
方
法　

南
房
総
農
業
支
援
セ

ン
タ
ー
お
よ
び
Ｊ
Ａ
安
房
各
支
店

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

申
込
締
切　

８
月
11
日（
火
）

※�

申
込
者
多
数
の
場
合
、
先
着
順

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

�

　

南
房
総
農
業
支
援
セ
ン
タ
ー

�
�

☎
28
―
４
５
９
５

食
用
ナ
バ
ナ
チ
ャ
レ
ン
ジ

セ
ミ
ナ
ー

農
　
業

農
　
業

航
空
学
生

一
般
曹
候
補
生

自
衛
官
候
補
生
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図書館　　☎ 40-1120
開館時間　9：00 ～ 17：00

（水曜のみ  9：00 ～ 19：00）
休館日　　月曜日・祝日・年末年始

図書館だより図書館だより
〒 295-0004　南房総市千倉町瀬戸 2340-5　http：//www.city.minamiboso.chiba.jp/0000007208.html

　さまざまなテーマの物語やノンフィクションがあります。想像の世界を広げ、楽しさや感動を味
わってください。そして、感じたことを感想文にまとめてみましょう。
・小学校低学年の部：山のちょうじょうの木のてっぺん／おれ、よびだしになる
　　　　　　　　　　ながーい５ふん　みじかい５ふん／タヌキのきょうしつ
・小学校中学年の部：青いあいつがやってきた！？／ポリぶくろ、１まい、すてた／ねこと王さま
　　　　　　　　　　北極と南極の「へえ～」くらべてわかる地球のこと
・小学校高学年の部：ヒロシマ消えたかぞく／月と珊瑚／風を切って走りたい！／飛ぶための百歩
・中学校の部：天使のにもつ／１１番目の取引／平和のバトン
・高等学校の部：廉太郎ノオト／フラミンゴボーイ／キャパとゲルダ
第４４回　千葉県課題図書
　小学校低学年６冊・中学年６冊・高学年６冊、中学生６冊も図書館に所蔵しています。

第66回 青少年読書感想文全国コンクール課題図書決まる！

　　  

●●●●●●● 新着図書紹介 ●●●●●●●
＜一般書＞
・あめつちのうた 朝倉　宏景
・晴れ、時々くらげを呼ぶ 鯨井　あめ
・全部ゆるせたらいいのに 一木　けい
・黙示 今野　　敏
・鶴屋南北の殺人 芦辺　　拓
・医者と病院をうまく使い倒す34の心得

　　　　　　　　　　　　　　　　山本　健人
・イラストで学ぶ地理と地球科学の図鑑

　　　　　　　　　　　　　　　　柴山　元彦
・「人物相関図」で読み解く日本史の真相

　　　　　　　　　　　　　　　　後藤　寿一
・ボニン浄土　　　　　　　　　　宇佐美まこと
・身のまわりのものでできる手作りマスク

　　　　　　　　　　　　　　　　寺西恵里子

＜児童書＞
・ほらふきカールおじさん　　　　　斉藤　　洋
・ぼくらはもりのダンゴムシ　まつおかたつひで
・青春ノ帝国　　　　　　　　　　　石川宏千花
・南極のさかな大図鑑　　　　　　　岩見　哲夫
・ルビねこと星ものがたり　　　　　野中　　柊
・妖怪たちと秘密基地　　　　　　　富安　陽子
・わっはは　ぼくのなつやすみ　　　おのりえん
・ファイアー　　　　　　　　　　　長谷川集平
・人権と自然をまもる法ときまり　　笹本　　潤
・ウルトラマンとぼくらVS.怪獣ぐんだん

　　　　　　　　　　　　　　　　山本　　孝

※６月中に上記を含め、
新刊本は227冊入りました。

　７月１日から８月３０日までは、市内該当学年の児童・生徒を対象に貸し出しするため、下記
のルールを設けています。ご協力をお願いいたします。
貸出期間／１週間（多くの方に貸し出しをするため、継続して借りるのはご遠慮ください）
貸出冊数／１人1冊
貸出対象者／市内の学校に通学している該当学年の児童・生徒のみ
取置期間／連絡日より１週間（期間内に取りに来られない場合は、キャンセルとします）

～課題図書の貸出について～
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☎ 40－5111

　ほのぼのでは、子育て相談、幼児相談、ことばの相談、リハビリ個別相談などを随時受け付けています。
　お気軽にご相談ください。

　年齢にあわせた親子遊びや手遊び、製作など。
定　　員　各回10組程度（申込は前日まで）

にこにこ教室（あそびの教室）　

8 月こ そ だ て

　お子さんのことばに関する心配に対して、ことば
の専門の先生が相談に応じます。例えば、ことば
が遅い、発音が不明瞭、つかえて同じ音を何度も
繰り返したりするなど。相談は、１人20分程度で予
約制です。
と　　き　８月５日（水）�9：30～ 16：00　
　　　　　８月25日（火）�9：30～ 16：00

ことばの相談 in ほのぼの

教室ほかイベントは、市内に住所がある人が対象です。
申し込みが必要な行事は締め切りまでに申し込みくだ
さい。気象警報が発令された時は、閉館します。

にこにこひろばにこにこひろば
休 館 日　日曜・月曜日、祝日・年末年始休 館 日　日曜・月曜日、祝日・年末年始
開館時間　9:30 ～ 12:00 ／ 13:00 ～ 16:00開館時間　9:30 ～ 12:00 ／ 13:00 ～ 16:00

　にこにこひろばは、親子が気軽に遊んだり、交流したりして、
仲間づくりができる場所です。0歳から就園前までのお子さんを
お待ちしています。

対　象　児 と　　き
ひよこ組・りす組
　2か月～ハイハイができる子ども ８月４日（火） 10：00

～10：30

絵本の読み聞かせ 　図書館　☎４０－１１２０（ほのぼの　☎４０－５１１１）

名　　称 と　　　き と　こ　ろ

読み聞かせ教室「おはなしのたね」 中止（９月から再開予定） 三芳農村環境改善センター

絵本読み聞かせ教室 ８月８日（土） 10：00 ～ 11：00 和田地域福祉センター「やすらぎ」

千倉おはなし会「しおまねき」 ８月８日（土） 10：30 ～ 11：15 図書館

絵本おはなし会 中止（９月から再開予定） 丸山公民館

とみうら絵本だいすきの会 中止（９月から再開予定） とみうら元気倶楽部

おはなしだいすき「あひるの会」 ８月15日（土） 10：30 ～ 11：30 富山ふれあいコミュニティセンター

絵本の読みがたり ８月28日（金） 11：00 ～ 11：30 子育て支援センターほのぼの

◎ひよこ・りす組➡うさぎ組➡くま・ぞう組　
◎午前と午後の間は一度閉館します。
◎�対象年齢であれば、兄弟一緒の来館はできます。
なおご利用できる兄弟は、ぞう組さんまでのお子
さんが対象となります。（幼稚園・小学校のお子さ
んはご遠慮ください）
　※南房総市民の方限定です

※今月はひよこ組・りす組のみ実施です。

にこにこひろば（年齢別）の開館についてにこにこひろば（年齢別）の開館について

　お座りやハイハイの仕方、
歩き方が気になる、転びやす
いなど、お子さんの身体の発
達で心配なことに理学療法士
が相談に応じます。相談は、
1人45分程度で予約制です。
と　　き　８月18日（火）　９：15～ 14：30

リハビリ個別相談 in ほのぼのリハビリ個別相談 in ほのぼの

幼児相談 in ほのぼの
絵本の貸し出し in ほのぼの

　お子さんの発育・発達に関する心配や、お母さん
自身の悩みや不安などに対して、臨床心理士が相
談に応じます。相談は、1人45分程度で予約制です。
と　　き　８月26日（水）��9：15～ 16：15

　２歳児・３歳児（くま組・ぞう
組）を対象に絵本の貸し出しを
行います。
と　　き　８月25日（火）　
　　　　　11：00～ 11：30

掲載の催しは、新型コロナウイルスの感染拡大防止などのため、
中止となる場合があります。
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乳児相談・幼児健診 　健康支援課　☎３６－１１５２
項　　目 対象児 と　き と　こ　ろ 受付時間

　　４か月児相談・
　　９か月児相談

令和２年３月生まれ・
令和元年10月生まれ

８月６日（木） 三芳保健福祉センター 個別に通知します
２歳児歯科児健康診査 平成30年１月までに

生まれた３歳未満

思春期における悩みや不安の相談。
と　き／８月13日（木）�14：00 ～ 16：00
ところ／鴨川地域保健センター

　 　鴨川地域保健センター
� ☎０４－７０９２－４５１１

思春期相談 要予約

里親制度についての相談。里親のことを知りた
い、応援・支援したいなどの相談にも応じます。
　NPO法人子ども家庭サポートセンターちば

　　（通称：オレンジの会）　☎２８－４２８８

里親相談　月～金曜日�9：00 ～ 17：00

年金、保険などの国の行政全般に関する意見や要望。
� ７日（金）�朝夷行政センター
� 25日（火）�とみうら元気倶楽部　　
　秘書広報課　☎３３－１００２

行政相談　13：30 ～ 16：00

８月

人権相談　13：30 ～ 16：00
いじめ、家庭内の問題に関する相談。
� 13日（木）白浜地域センター
� 14日（金）とみうら元気倶楽部
� 18日（火）三芳農村環境改善センター　
� 20日（木）丸山公民館
　市民課　☎３３－１０５１

８月

●すべて無料です。お気軽にご利用ください●そ う だ ん

法務局登記相談  9：30～ 15：30
相続登記や抵当権抹消登記など不動産登記相談。
と　き／毎週火・木曜日（祝日は休み）
ところ／千葉地方法務局館山支局

　 　千葉地方法務局館山支局
　　�　☎２２－０６２０

要予約

多重債務相談、サービス・商品に関する相談・苦情。
と　き／８月24日（月）�10：30～ 15：30
※相談場所は予約時にお伝えします。
※�電話による相談は、商工課内の消費生活相談専
用電話（☎３３－４３００）
　 　商工課　☎３３－１０９２

消費生活相談  要予約税金全般・記帳の相談。
とき・ところ／８月11日（火）法青会館３階
� ９月８日（火）法青会館３階
※予約は毎月末日が締切です。

　 　税理士会館山支部　☎２３－４１３２

税金相談　10：00～15：00 要予約

もぐもぐ教室（離乳食教室） 　健康支援課　☎３６－１１５２

親子きずなの教室（両親学級） 　健康支援課　☎３６－１１５２

掲載の催しは、新型コロナウイルスの感染拡大防止などのため、
中止となる場合があります。

中　止
離婚・相続などの相談に司法書士が応じます。
弁護士による相談は他の機関を紹介します。
と　き／８月13日（木）�13：00～ 17：00
ところ／白浜コミュニティセンター
※�調停中や裁判中の事件の相談ならびに同一内容
についての再度の相談は応じられません。
　 　社会福祉協議会　☎４４－３５７７

司法書士による法律相談 要予約

　もぐもぐ教室 (離乳食教室 )は、当面の間、開催を中止します。個別の相談は、健康支援課で行っています
ので、ご利用ください。

　９月までは妊婦対象の親子きずなの教室は中止します。「妊娠中と産後の過ごし方」「妊娠中の食事、赤ちゃん
との生活」「出産準備・沐浴実習」の受講予定であった方は個別にて対応しますので、ご連絡ください。

司法書士による無料相談会を開催します。
と　き／８月１日(土)�10:00 ～ 15:00
ところ／千倉保健センター

　 　ちば司法書士総合相談センター
� ☎０４３－２０４－８３３３

安房巡回法律相談　 要予約



　南房総市では、令和３年度採用予定の職員採用試験
を次のとおり行います。
試験日　１次試験／�９月20日（日）　
　　　　２次試験／11月中予定
１次試験合格発表／10月27日（火）
申込書などの請求先／市のホームページから入手する
ことができるほか、総務課、朝夷行政センターおよび各
地域センターでも配布します。
受付期間／７月27日（月）から８月11日（火）まで
※�郵送の場合は、８月11日（火）までの消印があるものに
限り受け付けます。締切日直前は、速達で送ってくだ
さい。

申込受付場所／総務課

募集職種および受験資格

採用予定人数／11人
受験資格／平成２年４月２日から平成15年４月１日まで
に生まれた者で、学歴を問わない。

　　

8 月日 当 番 医休
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安房地域医療センター�（☎ 25 − 5111）は、
毎日 24時間体制で救急患者を受け入れています ｡
そのほかの当番医は次のとおりです ｡

２日（日）
東条病院（鴨川市）　☎０４－７０９２－１２０７
９日（日）
館山病院（館山市）　☎２２－１１２２
花の谷クリニック（千倉）　☎４４－５３０３
１０日（月）
南房総市国保病院（富山）　☎５８－０３０１
石川外科内科クリニック（鴨川市）　☎０４－７０９２－５２１０
１６日（日）
鋸南病院（鋸南町）　☎５５－２１２５
２３日（日）
館山病院（館山市）　☎２２－１１２２
３０日（日）
赤門整形外科内科（館山市）　☎２２－０００８
花の谷クリニック（千倉）　☎４４－５３０３

※外国人住民を含みます。　（　）内は前月比

総人口　37,280 人� （－ 57）
　　男　17,887 人　　（－ 28）
　　女　19,393 人　　（－ 29）
世帯数　17,164 世帯（＋　3）

出生
死亡
転入
転出

10 人
44 人
63 人
86 人

（令和２年 7 月１日現在）
じ ん こ う

掲載の催しは、新型コロナウイルスの感染拡大防止などのため、
中止となる場合があります。

市 県 民 税
国 民 健 康 保 険 税
後期高齢者医療保険料
介 護 保 険 料

（ 第 ２ 期 ）
（ 第 ２ 期 ）
（ 第 ２ 期 ）
（ 第 ２ 期 ）

納期限 
８月３１日（月）の う ぜ い

採用予定人数／２人
受験資格／昭和55年４月２日から平成15年４月１日まで
に生まれた、次のいずれかの要件を満たす者で、学歴
を問わない。
①身体障害者手帳の交付を受けていること。
②療育手帳の交付を受けていること。
③精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていること。
④�障害者職業センター等により知的障害者であると判
定された者であること。

採用予定人数／１人
受験資格／昭和60年４月２日から平成15年４月１日まで
に生まれた者で、学歴を問わない。

採用予定人数／１人
受験資格　昭和60年４月２日以降に
生まれた者で、保育士および幼稚園
教諭の資格を有する者または令和３年
３月31日までに資格取得見込みの者

南房総市職員採用試験 　総務課　☎３３ー１０２５

南房総市が求める人物像は次の３点です。
◇市民の視点に立ち、市民とともに考え行動する人
◇広い視野で総合的に判断・行動できる人
◇社会の変化に的確に対応できる柔軟性のある人

一般行政職初級

一般行政職障害者対象

土木技術職初級

保育士職

ぎ ょ う じ
今年度の市政懇談会は中止します

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点
から、開催を延期していた｢市政懇談会｣につきまし
て、今年度は『中止』とします。
　来年度以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡
大状況を注視しつつ、開催を検討していきます。


